
 

那珂郡役所・那珂地方事務所 

                        那珂市歴史民俗資料館 

 
 明治２２年（1889）の市町村制、同２３年の府県制・郡

制が公布され、地方行政機構が整った。茨城県では明治 

２９年、郡の廃置および郡界の変更が行われて従来の１８

郡が１４郡となり、同年７月１日から郡制が施行された。

郡制改革は、自治を行うのに十分な資力を充実させる必要

が背景にあった。郡長は県知事の指揮監督を受けて行政と

町村長の指揮監督に当たり、郡書記や教育の郡視学
し が く

（各郡

１名）が置かれた。郡長の職務は、知事の職務の範囲から

警察部に関するものが除かれたが、兵事
へ い じ

行政に関する職務

は担当した。しかし、郡制は日本には馴染まない制度とさ

れて大正１２年（1923）に廃止され、郡長と郡役所も同１５年７月１日には廃止された。 

 那珂郡役所は郡制確立より早く明治１１年（1878）に菅谷村不動院内に設置された。郡制公布により

新発足となった郡役所はその位置が問題となり、湊・額田・柳河・瓜連・大宮などが設置の利便性を主

張するようになった。いわゆる郡役所新築問題である。特に湊町の誘致運動は積極的で、据え置き論を

主張する菅谷町との誘致合戦は、周辺の関係町村を巻き込んで郡役所・県庁、内務省まで波及した。新

築寄附金問題を含め、宮本逸三・藤咲英次郎・木内仙吉・小田倉平介・海野伝一郎ら有志が菅谷地区据

え置き運動をリードした。 
 
 以下は、湊町が県会議員に配布した事由書の一部（明治２４年１１月２６日付け『いはらき』） 

 
 

 菅谷地方那珂青年同志会の反論の一部（明治２４年１２月２日『いはらき』） 

 

 菅谷新築中止派の三町九カ村長の意見書の一部（明治２４年１２月８日付け『いはらき』） 

 

と県会議長浜名信平に提出した。 
 
 結局は、明治２５年に寄附金のみを以て菅谷村に新築することが決定した。 

 大正１５年（1926）に郡役所が廃止されて以来、やはり中間機関の設置が要望されていたが、財政負

担の増加や二重行政の弊害などからその実現はなかなか進まなかった。しかし、日中戦争状態の長期化

や米英等との戦争開始などから、「国家施策を国民に浸透させる」という使命をおびて、昭和１７年（1942）

６月に新生「地方事務所」が設置され、那珂地方事務所は、当時菅谷村役場に使用していた旧那珂郡役

所内に置かれ、旧郡会議事堂を事務所とし総務課・兵事厚生課・経済課・学事室で構成されて発足した。

終戦後、昭和２６年（1951）７月に新庁舎が建築されたが、昭和３０年の全国的な町村合併を経て同年

１２月、那珂地方事務所は１３年余にわたる歴史的使命を終えて閉じられた。 

 

（那珂郡役所；『那珂郡郷土史』より） 
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